
番号 質問事項 回    答

1

4.応募資格③について応募者は前職において公共建
築の実施設計を主任技術者として担当したことがあ
りますが、主宰する事務所は経験がありません。こ
の場合でも単独応募者の参加資格として認められま
すか

認められる。この場合、様式３について備考１のと
おり記載すること。

2

４応募資格③に記載される「延べ床面積150㎡以上の
公共建築の基本設計、実施設計又は工事監理の事務
経験」に、延べ床1485㎡の国立大学法人の施設
（ギャラリー、ホール、実験室、教室、広場）の基
本設計は該当するか。

該当する。

3

応募要項　P2応募資格③について質問です。官民協
力の災害復興に伴う集会場において、財団法人が建
物を提供し、土地を地方公共団体が提供した案件
は、本プロポーザルの設計業務実績に含めることは
可能でしょうか。

本要項でいう公共建築とは国の機関、地方公共団体
又は政府関係若しくはこれに準ずる機関が建築主と
して整備する建築物とする。よって財団法人が提供
した建物の設計業務実績では４応募資格③を満たさ
ない。ただし、様式３の主要業務の実績の１つとし
て記載することは可能。

4 協力事務所は他の応募者と重複可能ですか。 可とする。

5

応募資格に関してです。
４応募資格③に延べ床面積150㎡以上の公共建築の基
本設計、実施設計又は工事監理の実務経験とありま
す。当方は東京都認可保育園の新築の基本設計・実
施設計・工事監理（延床面積150m2以上・平成28年竣
工）の実務実績があります（民設民営）。上記保育
園は公共建築で応募資格③を満たすと考えています
がよろしいでしょうか？

本要項でいう公共建築とは国の機関、地方公共団体
又は政府関係若しくはこれに準ずる機関が建築主と
して整備する建築物とする。よって民設の認可保育
園の実務実績のみでは４応募資格③を満たさない。

6

また建築士事務所（個人）が法人に変更するや、県
をまたぐ移動などで廃業―再登録が行われる際、管
理建築士が同じ場合または担当者が継続勤務してい
る場合は実務経験は継続されると考えてよろしいで
しょうか？

貴見のとおり。

7
4応募資格,③の実務経験は以前所属していた事務所
での経験でも可か

質問番号１を参照のこと。

湯浦地区地域優良賃貸住宅整備設計に係る
公募型プロポーザルに関する質疑回答

①【応募資格等に関する事項】



番号 質問事項 回    答

8 4応募資格,③の実務経験は海外の案件でも可か
可とする。なお、「公共建築」の定義は質問番号３
を参照すること。

9
応募要項、4　応募資格③について「延べ面積150㎡
の公共建築」とありますが、延べ面積150㎡以上の高
速道路上のパーキング施設も該当しますか。

当該パーキング施設について、国が所管する特殊法
人（東日本高速道路株式会社、中日本高速道路株式
会社、西日本高速道路株式会社など）又は地方道路
公社が建築主となり整備されたものであれば該当す
る。

10

４　応募資格③の公共建築の定義について
公共建築とは国、地方公共団体が発注した工事のみ
を指しておりますでしょうか？
例えば国交省が後援する公共建築賞では公共性の高
い建物（学校、幼稚園、病院など）であれば、発注
者を問わず公共建築とみなしているようですが、本
プロポーザルでは公共建築の実績として認められま
すでしょうか？

質問番号３を参照のこと。

11

4　応募資格③について、「平成23年4月1日から令和
3年9 月30日まての゙間に、延へ床゙面積150m²以上の公
共建築の基本設計、実施設計又は工事監理の実務経
験(令和3年10月31日まてに゙業務完了したものに限
る。)かあ゙ること。」とありますが、これは前職の実
績も含まれるでしょうか。含まれる場合、建築雑誌
などの写しを添付すればよろしいでしょうか？

質問番号１を参照のこと。

12
応募要項・４　応募資格③の実務経験は、工事種別
（新築・増築・改修）は問わないと考えてよろしい
でしょうか。

建築基準法（昭和25年法律第201号）第2条第13号か
ら第15号までに定める建築、大規模の修繕又は大規
模の模様替えに該当する部分が150㎡以上のものとす
る。

13
応募要項・４　応募資格③の実務経験は、共同体と
しての実務経験も可と考えてよろしいでしょうか。

貴見のとおり。
なお、事業主と直接契約していない協力事務所（再
委託）による実績は不可とする。

14

業務実績について共同応募の場合、片方の建築士設
計事務所が「延べ面積150m²以上の公共建築の基本設
計、実施設計、又は工事管理の実務経験」の実績を
有していれば、共同応募可能という理解でよろしい
でしょうか。

貴見のとおり。

15
協力事務所は他の応募者の協力事務所と重複して参
加することは可能でしょうか。

質問番号4を参照のこと。

16

応募要項４応募資格④において、「共同応募者が複
数の応募者の共同応募者になることや、自ら応募者
となることはできない」とありますが、協力事務所
については複数の応募者の協力事務所になる事は可
能と考えてよろしいでしょうか。

質問番号4を参照のこと。



番号 質問事項 回    答

17

応募者（代表者）が県外事務所であって、県内事務
所と共同応募する場合、当該県内共同事務所の所属
一級建築士が2名以上であれば、別途開催される県内
共同事務所選定プロポーザルを活用する必要はない
と考えてよろしいでしょうか。

県内建築士事務所を含む共同応募者が選定された場
合には、県内共同事務所の選定は行わない。

18

応募資格にある公共建築の定義について、発注者が
[牧崎町有財形管理委員会]の公民館(延床面積:207
㎡)の設計から監理までを行っているのですが、応募
資格を満たすと考えて宜しいでしょうか。

当該委員会が地方公共団体の機関であれば応募資格
を満たすが、そうでない場合は応募資格を満たさな
い。

19

応募要領 4.応募資格 ④共同応募者の重複は不可と
ありますが、構造設計者や設備設計者等の協力者に
関してはこの限りでないということでよろしいで
しょうか？

質問番号4を参照のこと。

20

応募資格について。該当期間内における「延べ床面
積１５０㎡以上の公共建築の基本設計、実施設計又
は工事監理の実務経験があること。」は、国外実績
しかない場合、国外の実績を記載してよろしいで
しょうか。

質問番号8を参照のこと。

21
協力事務所が他の応募者と重複しても良いのでしょ
うか。

質問番号4を参照のこと。

22
応募資格③「～延べ１５０㎡以上の公共建築の実務
経験～」とあるが、国立大学法人から受注した１５
０㎡以上の改修設計業務は含まれるでしょうか？

質問番号2及び質問番号12を参照のこと。

23
総括責任者と意匠担当技術者は兼任できますでしょ
うか

可とする。

24
意匠担当技術者にも一級建築士の資格は必要でしょ
うか

必須ではない。ただし、総括責任者が兼ねる場合
は、一級建築士である必要がある。

25
構造・外構・電気・機械設備・積算の各担当技術者
の配置は必須でしょうか

必須となる。ただし、兼任や協力事務所からの配置
も可能である。



番号 質問事項 回    答

26
公共建築150㎡以上の基本設計～工事監理の実績は改
修でも良いでしょうか

質問番号12を参照のこと。

27

業務実施体制に含める設備設計やランドスケープに
ついての設計協力者は「共同応募者」になる必要が
ありますか。必要ない場合の設計協力者は複数のグ
ループに参加可能でしょうか。

必ずしも共同応募者になる必要はない。
協力事務所の重複については、質問番号4を参照のこ
と。

28
共同応募の場合、様式２の所属建築士事務所の技術
職員はそれぞれの事務所職員数を合算したものでよ
いか。

貴見のとおり。
なお、協力事務所の職員数は様式２には記載しない
こと。

29
様式３の主要業務の実績は、前職での実績も記載可
となっているが、業務完了時期の期限等はあるか。

様式３に記載する実績について、業務完了時期の期
限はないが、提出日までに当該業務が完了したもの
を記載すること。なお、１以上は「４応募資格③」
の要件を満たす実績が含まれている必要がある。

30
主要業務の実績(様式3)には、本プロポーザルにおけ
る協力事務所が関わった実績は含まれないという認
識でよろしいですか。

貴見のとおり、様式３には応募者又は共同応募者の
実績を記載すること。

31
担当チームの体制(様式4-1)について、統括責任者と
意匠担当主任技術者は兼任可能ですか。

可とする。

32

様式3,6にのみ、応募要項の4.応募資格③にある「延
べ面積150m²以上の公共建築の基本設計、実施設計、
又は工事管理の実務経験」の業務を記載するという
理解でよろしいでしょうか。

様式３には、応募要項の４.応募資格③の要件を満た
す実績を１以上記載する必要があるが、様式６に記
載する実績は必ずしも応募要項の４.応募資格③の要
件を満たす実績でなくても構わない。

33

様式3,様式6の主要の業務実績には「延べ面積150m²以
上の公共建築の基本設計、実施設計、又は工事管理
の実務経験」の業務以外の業務を掲載することは可
能でしょうか。

可とする。

34
様式6,7,8の提案書は、エクセルフォーマットの枠内
に納める必要がありますでしょうか。またフォント
サイズの指定がありましたらご教示ください。

様式6,様式7及び様式8については、エクセルフォー
マット以外のツールで作成しても構わない。また、
フォントサイズの指定はない。ただし、様式のサイ
ズや向きは変更せず、様式タイトルや様式番号は削
除しないこと。

②【様式の記載方法等に関する事項】
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35
一次審査が3/17、一次審査通過者の様式9（概算事業
費）の提出が3/22となっております。様式9の提出日
は決定でしょうか。

様式9の提出日は別途一次審査通過者に通知すること
とする。4月9日頃を想定している。

36
様式1について、建築士事務所を協力事務所として登
録することは可能でしょうか。

可とする。

37

様式6、7、8について。様式内の枠線やフォント、文
字の大きさなどは様式に沿うべきでしょうか。それ
とも、形式は自由でしょうか。指定等ございました
らご指示ください。

質問番号34を参照のこと。

38

提出書類のうち、様式7「業務の実施方針」について
は、「A4判・タテ」と記載がございますが、「A4・
タテ・１枚以内」と考えて差し支えないでしょう
か。

貴見のとおり。

39
提出書類中の様式３・４・６に記載する業務実績は
官庁実績とともに民間実績も記載してもよろしいで
しょうか。

可とする。

40
共同企業体で応募する場合、協定書の提出は必要で
しょうか。

プロポーザルの時点では協定書の提出は不要。

41
予定技術者は、主任技術者のみでしょうか。新たな
項目で主任担当技術者の専任や担当技術者も
追加で提出は可能でしょうか。

様式4-1、様式4-2、様式5-1及び様式5-2には、様式
に記載にとおり、総括責任者及び担当分野ごとの主
任技術者を記載すること。ただし、必要に応じて様
式に記載のあるもの以外の担当分野を追加すること
は構わない。

42
仕様書　P26資料　に記載のある③別添資料３　敷地
形状図のCADデータはどこから入手可能でしょうか。

令和3年12月20日に本プロポーザルのホームページに
DXF形式のデータを掲載済み。

43
仕様書　P1.3設計条件　に記載のある駐車場や緑地
広場・交流広場は、既存地盤面レベル（嵩上げ前の
地盤レベル）に計画することは可能でしょうか。

提案することは可能であるが、造成計画について
は、町が別途発注する造成設計と協議・調整をしな
がら詳細を決定することとなる。なお、住棟は、嵩
上げ後のレベルに計画することとする。

③【仕様書の内容や設計条件等に関する事項】
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44
仕様書　P1.3設計条件　に記載のある駐車場は、屋
内駐車場もしくは屋外駐車場の指定はありますか。

指定はないが、現時点では屋外駐車場を想定してい
る。

45

仕様書　P1.3設計条件　に記載のある駐車場は、各
戸ごとに分散して配置する必要がありますか。
複数住戸分の駐車スペースをまとめて計画すること
は可能でしょうか。

複数住戸分の駐車スペースをまとめて計画すること
は可能だが、できるだけ各住戸に近接している方が
望ましい。

46
仕様書　P1.3設計条件に記載のある緑地広場・交流
広場以外に、例えば共用の集会スペース（屋内もし
くは屋外）などを計画することは可能でしょうか。

屋内の別棟の集会スペースを整備する想定はない
が、建物内の共用部分やピロティ、東屋などを活用
したコミュニティスペースなどを提案することは可
能。

47
地域優良賃貸住宅整備基準の第5条について、当該敷
地周辺に利用可能な当該敷地面積の100分の３以上の
面積がある児童遊園等はありますか。

敷地周辺に児童遊園等はないため、仕様書「２計画
条件」に記載の「緑地広場、交流広場」が地域優良
賃貸住宅整備基準第５条の児童遊園等を兼ねること
を想定している。

48
駐車スペースは各戸ごとに隣接させる必要がありま
すか。敷地内にまとめて配置しても良いですか。

質問番号45を参照のこと。

49

避難スペースは、住宅と別棟とする必要はあります
か。住宅棟の一部を活用してもよろしいですか。
また、別棟とする場合は木造とする必要があります
か。

避難場所は、住宅と別棟にする必要はなく、住宅棟
の共用部分（屋外含む）や住戸内に計画することを
想定している。
なお、予算や制度上の制約により、避難場所のみを
別棟でつくる計画はできない。

50 避難スペースの面積に目処はありますか。

避難場所の面積に関する具体的な想定はない。
安全な指定避難所などに水平避難ができなかった場
合に、入居者等が垂直避難により一時的に避難場所
へ確実に避難できる計画とすること。

51
敷地図面で敷地東側に接している「公衆用道路」
は、接道として整備される予定ですか。
そこからの出入りの確保は必要ですか。

敷地東側の公衆用道路について、現時点では車両が
通行するような接道としての整備を行う予定はな
い。ただし、歩行者程度の通行を考慮し、出入口は
残すことを想定している。

52

別添資料４のハザードマップにて、洪水浸水想定区
域内「L１」「L２」の区分があり、浸水想定高さに
違いがあります。「L１」「L２」に分けれている理
由をご教示ください。

全国での豪雨による災害の局地化・激甚化を受けて
平成27年5月に改正された水防法に基づくもので、L1
は「計画規模降雨」を前提とした浸水想定高さ、L2
は「想定し得る最大規模の降雨（計画規模を上回る
もの）」を前提とした浸水想定高さである。
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53

別添資料４のハザードマップにて,災害時「きずなの
里」を避難先とされていますが、共通して避難が求
められる周辺範囲（湯浦川右岸の範囲で）をご教示
ください。

明確な範囲の指定はないが、湯浦側右岸側で浸水想
定区域等に含まれているエリアの主要避難先が「き
ずなの里」になるものと想定している。

54
仕様書の設計条件で、構造を「木造」としてありま
すが、他の構造形式との混構造または、一部他の構
造形式を用いることは可能でしょうか。

木造と木造以外の混構造や一部木造以外の構造形式
を用いることは不可。

55
各戸2台分の駐車場は、必ずしも住戸に隣接していな
くても、敷地内にスペースを確保できればよろしい
でしょうか。

質問番号45を参照のこと。

56

敷地東側の公衆用道路と敷地との間に、簡易な橋渡
しがしてあり、動線として利用しているようです
が、本計画においても、行き来できるようにした方
がよろしいでしょうか。

現時点では歩行者程度の通行を想定している。

57
仕様書・３　設計条件②(２)「避難場所」につい
て、想定規模・人数はどの程度でしょうか。また、
分散配置でもよろしいでしょうか。

想定規模は、質問番号50を参照のこと。
人数については、具体的な想定はないが、利用者
は、入居者や来客者など当該地域優良賃貸住宅内に
いる方を想定している。分散配置でも構わない。

58
湯浦地区地域優良賃貸住宅整備設計に係る仕様書
に、事業費が374百万円程度(税込)とありますが、こ
れは設計費・工事監理費を含む金額でしょうか。

設計費・工事監理費は含まない。

59
概算事業費が374百万円（税込）を超えた場合は失格
となりますでしょうか。

概算工事費に収まることを前提とした提案を行うこ
と。

60

湯浦地区地域優良賃貸住宅整備設計に係る仕様書の6
資料に③添付資料3敷地形状図（PDFデータ及びCAD
データ）となっておりますが、CADデータをいただく
ことは可能でしょうか。

質問番号42を参照のこと。

61

応募要項13設計業務委託の受託要件に、別途選定さ
れた県内建築士事務所と共同企業体（JV）を組むこ
ととするとありますが、県内建築士事務所分の委託
費は事業費374百万円の中に見込む必要がありますで
しょうか。

仕様書の５事業費に記載の概算工事費には設計・工
事監理の委託料は含まれていない。



番号 質問事項 回    答

62

地盤の状態から地盤改良が必要と判断される場合、
地盤改良費は事業費374百万円(税込)内に見込む必要
がありますでしょうか。
造成工事費分として別途扱いになりますでしょう
か。

地盤改良費は造成工事費ではなく、本体工事費に含
むが、現時点では、地盤調査は未実施であり概算事
業費（374百万円）の中に地盤改良費を見込んでいな
いため、提案の時点において地盤改良費を見込む必
要はない。

63

応募要項12設計業務の委託について、「(3)業務委託
料は、平成30年国土交通省告示第15号に準拠した
…」とありますが、平成30年国土交通省告示第15号
は改正され、平成31年国土交通省告示第98号となっ
ていることから、告示第98号に基づき
業務委託料を定めるという考えでよろしいでしょう
か。

貴見のとおり、応募要領の誤記であり、委託料につ
いては、平成31年国土交通省告示第98号に準拠した
芦北町の基準に基づき算定される。

64 建蔽率・容積率、防火地域をご教示ください。
建蔽率：７０％
容積率：２００％
防火地域：建築基準法第22条の指定区域内

65
敷地南西端の約8.0m×約10.5mと記載されている場所
は敷地外でしょうか。また、井戸のようなものが見
えますが、これは何でしょうか。

敷地外である。敷地南側の温泉施設の関連設備と
なっている。

66
地域優良賃貸住宅は子育て世帯以外にも高齢者世帯
や障がい者世帯、災害被害者世帯の入居も想定して
いますでしょうか。

子育て世帯を中心とした活用を考えているが、地域
優良賃貸住宅制度要項に基づき入居対象となる高齢
者世帯、障がい者世帯、新婚世帯、災害被害者世帯
の入居も考えられる。

67
敷地内に民間運営の施設を併設することは提案可能
でしょうか。

民間施設の併設は想定しておらず、提案不可とす
る。

68

仕様書 2.計画条件 ②※戸当たり約90㎡とあります
が、延床面積の上限はありますでしょうか？
それとも、その上限は厳密ではなく提案によるもの
でしょうか？

延床面積に上限の定めはなく提案によるが、概算工
事費に収まることを前提とした計画とし、「仕様書
３設計条件⑨」にも配慮すること。

69

地域優良賃貸住宅の入居者について。「03-01 仕様
書／公募型プロポーザル」中の「3 設計条件」に
て、「子育て世帯が安心して～」という表現がある
が、今回設計する地域優良賃貸住宅は、「地域優良
賃貸住宅(子育てタイプ)」と考えてよろしいでしょ
うか。それとも、「高齢者向け地域優良賃貸住宅」
や「災害地域優良賃貸住宅」など他タイプも15戸の
中で設計提案する想定でしょうか。「地域優良賃貸
住宅」のタイプや想定数の指定があればご指示くだ
さい。

今回整備する住宅は、地域優良賃貸住宅制度要項第2
条第9号に規定される「地域優良賃貸住宅（公共供給
型）」である。子育て世帯を中心とした活用を想定
しているが、入居対象となる高齢者世帯、新婚世
帯、障がい者世帯、災害被害者世帯の入居も考えら
る。現時点で入居世帯属性の比率に関する想定はな
い。



番号 質問事項 回    答

70

仕様書「３ 設計条件②（1）」で「約1ｍ全体をかさ
上げし」とあるが、敷地全体ではなく、敷地の一部
を部分的にかさ上げする造成計画や避難計画の提案
は可能でしょうか。また、駐車場、敷地へのアクセ
スについて具体的な指示や想定があれば、ご指示く
ださい。

敷地の一部を部分的にかさ上げする提案も可能であ
るが、造成計画については、町が別途発注する造成
設計と協議・調整をしながら詳細を決定することに
なる。なお、住棟は、嵩上げ後のレベルに計画する
こととする。
また、駐車場ついては提案によるが、車両の敷地へ
のアクセスは西側県道からを想定している。

71
仕様書の計画条件にある15戸の地域優良賃貸住宅＋
駐車場＋外構以外に、別途、集会所のような機能を
もった施設の計画提案は可能でしょうか。

質問番号46を参照のこと。

72

仕様書2 ④その他 にある入居者の交流用の広場など
は、「地域優良賃貸住宅整備基準」で
求められる「児童遊園等」(第5条)に該当すると考え
て差し支えないでしょうか。

質問番号47を参照のこと。

73
「避難場所」に求められる機能、設備の詳細（盛土
締固めでよいのか、RCなのか、屋内可が必要かな
ど）など、想定があればご指示ください。

質問番号49,50を参照のこと。
設備の詳細などについては、現時点での想定はな
い。

74
計画条件に「木造、３階建て以下とすること」とあ
りますが、「避難場所」をRC造とするなど、一部に
異なる構造種別を用いることは可能でしょうか。

質問番号54を参照のこと。

75

現状では、計画敷地から東側にある公衆用道路より
町道にアクセスできるようになっていますが、今回
計画でも同様に行き来ができる形を残す考えでしょ
うか。

質問番号51を参照のこと。

76 本敷地の容積率、建ぺい率を教えてください。 質問番号64を参照のこと。

77
造成範囲は住居及び駐車場が1m以上であれば部分的
にレベルを下げても良いのでしょうか。

質問番号43,70を参照のこと。

78

別添資料2　敷地形状図にある水色部分は何を表して
いるのでしょうか。
水路だとしたら形状と目的を教えていただけないで
しょうか。

用悪水路であり、形状を示す資料はない。



番号 質問事項 回    答

79
計画条件に「共用の緑地広場、交流広場を設ける」
とありますが、集会場のようなプログラムで建物を
建ててもよいのでしょうか。

質問番号46を参照のこと。

80

地域優良整備基準、第2章共同施設等、第5条の敷地
面積が0.3ヘクタール～児童遊園等を設けなければな
らない。と記載がありますが、本敷地に児童遊園を
設ける必要はありますでしょうか。
また設ける場合、必要な設備はありますでしょう
か。

質問番号47を参照のこと。
また、必要な設備については、現時点での想定はな
い。

81
仕様書 3設計条件②(2)の避難場所についてですが床
が5m以上のレベルにあれば住宅の内部でも避難場所
とみなしてよろしいのでしょうか。

貴見のとおり。

82
仕様書 3設計条件②(2)の避難場所についてですが各
住戸に避難場所があってもよいのでしょうか。それ
とも住宅とは別に必要なのでしょうか。

質問番号49,81を参照のこと。
避難場所は住戸内にあっても、共用部分にあっても
構わない。

83

仕様書 3設計条件②(2)の避難場所についてですが例
えば分棟形式の場合、棟ごとに避難場所を設けても
よいのでしょうか。
もしくは敷地内に住む全員が一つの場所に集まれる
ほうがよいのでしょうか。

分棟形式の場合、棟ごとに避難場所を設けても構わ
ない。

84
仕様書 3設計条件②(2)の避難場所についてですが面
積と利用人数はどの程度でしょうか。
また、入居者だけが利用する想定でしょうか。

避難場所の面積や利用人数については、質問番号57
を参照のこと。基本的には、入居者や来客者など当
該地域優良賃貸住宅内にいる方の利用を想定してい
る。

85
仕様書 2計画条件①より構造は木造と記載がありま
すが、1部RC造の住宅を提案することは可能でしょう
か。

質問番号54を参照のこと。

86

地北東側から公衆用道路へのアクセスは可能でしょ
うか。
可能な場合、通り抜けできるような提案でもよいの
でしょうか。

質問番号51を参照のこと。

87

本プロポーザルで設置される地域優良賃貸住宅は
地域優良賃貸住宅制度要綱(定義)第2条の七～十二、
十四～十六のどのタイプに当てはまるのでしょう
か。

質問番号69を参照のこと。



番号 質問事項 回    答

88

今回ターゲットにしている入居者の年齢層を教えて
いただけますでしょうか。
また、県外からの入居者もターゲットにしているの
でしょうか。

地域優良賃貸住宅制度要綱第2条32号に定義される子
育て世帯を中心とした活用を想定している。町外や
県外からの移住者で地域優良賃貸住宅の入居資格を
持つ世帯も対象となる。

89

家賃について、住戸すべてが同じ金額の想定でしょ
うか。
上下階で家賃が変わるなどの想定はあり得るので
しょうか。

現時点では家賃に額についての明確な想定はない。

90
敷地南東側、温泉施設（ささはら温泉）の裏側の空
き地についてですが、今後何か建てられるなどの予
定はありますでしょうか。

町有地ではないため不明。

91
浸水想定高さ5m以上の「避難場所」は室内か室外
か、また、個別か共用かお知らせください

避難場所については、室内か室外か、個別か共用か
の指定はなく、提案による。なお、関連質疑として
質問番号81を参照のこと。

92
現地盤面から1m程度造成とあるが平均地盤面で+1m程
度という把握で良いか。

現時点では、敷地高低差に関する資料がないため、
現況の地盤面から１ｍ程度のかさ上げという想定で
ある。詳細な造成計画については、提案内容を踏ま
えて、町が別途発注する造成設計と協議・調整をし
ながら決定していくこととなる。

93
敷地東側の公衆用道路は普段使いできる道路なの
か。また、本敷地との接続はどの様に考えれば良い
か。

質問番号51を参照のこと。

94

子育て世帯を対象とされておりますが、子育て世帯
の定義などあれば把握したい。子供が成長すること
を考えると入居期間の制限があるのかなど、入居者
資格もあるようなのでそこと連動した決まり事の有
無を把握したい。

質問番号88を参照のこと。

95
上水引込に関わる費用は事業費(工事費)に含めます
か。

含めることを想定している。

96
電力会社との契約は住民各自で行うか、一括で行う
かの想定はありますか。

住民各自で行うことを想定している。



番号 質問事項 回    答

97 分棟形式でも宜しいでしょうか。 構わない。

98
敷地内の給排水ルート等の設備ルートは既存利用を
しなくても良いでしょうか。

敷地内の給排水設備は、今回の整備に合わせて新設
する予定。

99

業務委託の内容は、プロポーザル内容に限定される
こと無く締結する業務契約書によると有ります
が、国土交通省告示第九十八号の基本設計業務およ
び実施設計業務の標準業務と捉えてよろしいで
しょうか。相違する場合、大まかな内容をご教示頂
くことは可能でしょうか。

設計業務委託の内容については、貴見のとおり。

100

委託料は平成30年国土交通省告示第15号に準拠した
芦北町の基準に基づき算定し、芦北町が定
めた予算額の範囲内とすると有りますが、ここでい
う予算額とは概算の工事費(３７４百万円)のことで
しょうか。

仕様書に記載の概算工事費（374百万円）には設計費
は含まれておらず、芦北町が別途設定する基本設
計・実施設計に係る業務委託の予算の範囲内とな
る。

101
確認は計画通知と考えて業務範囲には含まなくて宜
しいでしょうか。

今回の整備においては、建築確認申請が必要とな
り、当該申請業務についても、委託する設計業務に
含まれるものとする。

102
概算の工事費374百万円（税込）には設計・監理料も
含まれるのでしょうか。

質問番号58を参照のこと。

103
入居者（等）が浸水想定高５メートル以上に避難出
来る「避難場所」を確保すると有りますが、 （等）
には地域住民も含むのでしょうか。

地域住民の避難は想定していない。想定している利
用者については、質問番号57を参照のこと。

104
下水道処理地区外という事は浄化槽設置が必要とい
う判断で宜しいでしょうか。

貴見のとおり。

105

嵩上げは敷地全体を行うのでしょうか？その際、西
側の道路高は現況のままでしょうか？例えば、1階に
駐車場、2階に居住空間を設けるなどして、嵩上げと
同等くらいの建物の高さになる場合でも敷地の嵩上
げは必要でしょうか？

質問番号43を参照のこと。
西側道路の高さについて変更の予定はない。敷地は
嵩上げすることを想定しているが、詳細な造成計画
については、提案内容を踏まえて、町が別途発注す
る造成設計と協議・調整をしながら決定していくこ
ととなる。



番号 質問事項 回    答

106 南側（敷地外）にある温泉は使用可能でしょうか？ 敷地南側にある温泉施設のものであり、使用不可。

107

地域優良賃貸住宅整備基準第4条に主要な団地内の通
路は幅員6.5ｍ以上の団地外の道路に接続
しなければならないとありますが、現況が5.2ｍなの
で、1.3ｍセットバックが必要ということでしょう
か？

本プロポーザル時点ではセットバックは不要として
計画して構わない。ただし、設計段階において、地
域優良賃貸住宅整備基準や開発許可基準に関する関
係部局との協議により、セットバックの検討が必要
になる場合がある。

108

地域優良賃貸住宅整備基準第5条によると0.3ha以上
の場合は敷地面積3/100以上の児童遊園等
が必要とありますが、近隣に児童遊園等があるで
しょうか？なければ、設置しなければなりません
か？

質問番号47を参照のこと。

109

地域優良賃貸住宅制度要綱第4条二（ロ）（2）
（三）天井及び壁の室内に面する部分が通常の火災
等の過熱に15分以上耐える性能を有するものである
こととあります、今回の仕様書には可能な範囲で内
装の木質化を積極的に行うこととあります。県産木
材では、前者は難しいように思えますが、この両方
とも満足する必要があるでしょうか？

地域優良賃貸住宅制度要綱第4条の基準は、民間事業
者等が申請した供給計画に対する認定基準となって
おり、本プロジェクトでは、第4条二ロの基準は、設
計条件に含まないものとして計画すること。

110
現況で東側の水路に木製の橋がかかっていますが、
それに代わるものが必要でしょうか？

歩行者程度の通行は想定しているため、必要に応じ
て、整備を行う予定である。

111
住戸面積が約90㎡（3LDK)とあるが15戸すべてでしょ
うか？用途に分けて、増減可能調整可能でしょう
か？

若干の面積増減はやむを得ないが、概ね全住戸が約
90㎡となるよう計画すること。

112
敷地形状図をCADデータ（DWGかDXF）にて公開してい
ただくことは可能でしょうか？

質問番号42を参照のこと。

113
戸当り約９０㎡（３LDK）とありますが、どのような
世帯・構成を想定しているのか具体的に提示してい
ただくことは可能でしょうか？

質問番号69を参照のこと。

114

「敷地内に共用の緑地広場、交流広場を設けるなど
入居者がともに支えあい、交流できるよう配慮した
計画とする。」とありますが、「住戸内」にも住宅
以外の機能（SOHOや交流スペース）を提案すること
は可能でしょうか？

提案することは妨げないが、実現の可能性は協議に
よる。



番号 質問事項 回    答

115

公営住宅（地域優良賃貸住宅）１５戸とあります
が、住戸数を増やした提案を行うことは可能でしょ
うか？また90㎡のみでなく、面積にいくつかのバリ
エーションをもたせる提案は可能でしょうか？

住戸数は15戸で計画すること。
面積については、質問番号111を参照のこと。

116
木造、３階建て以下とありますが、併用構造を採用
することは可能でしょうか？（W造＋RC造やW造＋S造
など）

質問番号54を参照のこと。

117

要項では「すべては、次代を担う子どもたちのため
に」をまちづくりの基本理念に掲げており、子育て
世代を対象とした計画であると読み取れましたが、
高齢者等の利用についてどの程度考慮するべきで
しょうか。

子育て世帯を中心とした活用を想定しているが、高
齢者世帯が入居する可能性もあるため、ユニバーサ
ルデザインに配慮した計画とすること。

118

仕様書「2 計画条件 4 その他 敷地内に共用の緑地
広場、交流広場を設けるなど入居者がともに支えあ
い、交流できるよう配慮した計画とする。」とあり
ますが、実際の住民が交流する場として建築物、も
しくは東屋などがあるとより交流を深めることがで
きるのではないかと感じました。住戸以外の建築物
等の提案は可能でしょうか。

質問番号46を参照のこと。

119

仕様書「2 計画条件 2 用途・規模 公営住宅(地域優
良賃貸住宅)・15戸 ※戸当たり約90m2(3LDK)とし、
共同住宅又は長屋住宅など住宅の形式は問わな
い。」とありますが、敷地を実際に訪れて周辺の環
境などを感じた結果、戸建ての可能性も十分に考え
られる敷地だと感じました。戸建て住宅の提案も可
能でしょうか。

住戸形式は問わないため、戸建て形式の提案も可。

120

仕様書「２ 計画条件 ③ 駐車場 各戸に乗用車２台
分の駐車スペースを確保する」とありますが、各戸
それぞれに設けるだけでなく集約駐車場をご提案し
てよろしいでしょうか。

質問番号45を参照のこと。

121

仕様書「3 設計条件②(２)洪水浸水想定区域(L2)及
び高潮浸水想定区域への対応として、入居者等が浸
水想定高さ5ｍ以上※に避難できる「避難場所」を確
保するとともに、当該場所へ円滑に避難するための
「垂直避難動線」を設けることとする」とあります
が、敷地内に5m以上の建築物を設けるということで
しょうか。また、その他規模は15戸の住人のみを想
定した規模と考えればよろしいでしょうか。

質問番号49,50,57.81を参照のこと。

122
敷地内地盤を1m上げるに当たり、西側道路から敷地
への車路の擦り付けは1箇所以上ご提案してもよろし
いでしょうか。

構わない。



番号 質問事項 回    答

123

レッドゾーンではないため擁壁等の整備は対象外で
すが、土砂災害警戒区域（イエローゾーン）である
ことに対し、任意での対策など検討中のものはあり
ますでしょうか。

仕様書３設計条件に記載している、②（１）の約1ｍ
の敷地造成や、②（３）の敷地内の避難動線の確保
は、土砂災害警戒区域（イエローゾーン）に対する
対策でもある。

124
敷地内、元は製材所とのことでしたが杭など地下埋
蔵物がある可能性はありますでしょうか。

現時点では不明。

125
敷地をかさ上げするとありますが、かさ上げ部分
（領域、形状）を含めた提案は可能でしょうか。

提案は可能であるが、造成計画の詳細については、
提案内容を踏まえて、町が別途発注する造成設計と
協議・調整をしながら決定していくこととなる。
また、関連する質問番号43を参照のこと。

126
地域地区の指定はないという理解で宜しいでしょう
か。

貴見のとおり。ただし、建築基準法第22条の指定区
域内である。

127
東側公衆用道路と、車道としての接続を想定する必
要はありますか。

車道としての接続を想定する必要はない。

128
木造の指定がありますが一部の階をRC造にすること
は可能でしょうか。

質問番号54を参照のこと。

129

使用材料は県内一般流通で特定のメーカー等しか製
造できないものは不可とありますが、木質材料につ
いて集成材／LVL／CLT等はいずれの利用が可となり
ますでしょうか。

いずれの材料も特定のメーカー等しか製造できない
ものではないと考えられる。

130
敷地内にあると思われるブロック塀の撤去は可能で
しょうか。

敷地内のブロック塀は撤去を行い、フェンス等を新
設することを想定している。

131
敷地に隣接する水路際の整備も併せて行うことは可
能でしょうか。

敷地の造成に併せて法面の安全対策などの整備を行
うことは可能と考えている。



番号 質問事項 回    答

132
13　設計業務委託の受託要件について、県内建築士
事務所が含まれない場合は審査に影響ありますで
しょうか？

応募時における県内設計事務所の参加の有無は審査
に影響しない。

133
二次審査のヒアリングにおいて、総括責任者ではな
く、協力事務所として応募している代表者がプレゼ
ンすることは可能でしょうか？

可能であるが、発表者には総括責任者を必ず含むこ
と。なお、発表者の登壇人数の上限などについて
は、別途、一次審査通過者に通知する予定。

134
敷地内または、敷地周辺のボーリングデータはあり
ますか。あればご提供ください。

現時点では、資料なしのため提供不可。

135 地盤調査資料がございましたらご提示ください。 質問番号134を参照のこと。

136
敷地周辺の地盤データやボーリングデータはありま
すでしょうか。

質問番号134を参照のこと。

137

仕様書 ３設計条件 ② 敷地が災害警戒区域になって
いるとありますが、計画地についての地盤調査は
行っておりますでしょうか？そのデータをご提供い
ただくことはできますでしょうか？

質問番号134を参照のこと。

138 敷地の地質データを頂くことは可能でしょうか。 質問番号134を参照のこと。

139
敷地と敷地周辺の高さ関係の資料があれば提供いた
だきたい。

現時点では、資料なしのため提供不可。

140
卓越風のデータはありますでしょうか。あればご提
供頂けませんでしょうか。

現時点では、資料なしのため提供不可。

④【審査方法等に関する事項】

⑤【その他の事項】


